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令和６年第２回 北海道議会定例会〔予算特別委員会〕開催状況 

   開催年月日 令和６年７月２日（火）       

質  問 者 日本共産党  真下 紀子 委員  

 答 弁 者  職員監、人事局長、人事課長    

                  

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

一 ジェンダー平等について 

（一）女性幹部登用の目標と現状等について 

 女性幹部職員の登用、ジェンダー平等については、これ

までも繰り返し質問し、３月議会でも質問いたしました。

４月１日で人事異動がありましたけれども、本庁課長級以

上は１０％の目標を超えて１０．５％となっていますが、

一方で裾野を広げるとしてきた係長級以上のほうは１７．

５％と低めの目標にも届かなかった訳ですけど、その理由

について伺います。 

 

 

 

 

 

 

（二）副知事等の現状と目標設定について 

 理由については、後で議論しますけれども、副知事、そ

れから常勤の特別職、部長級では、女性登用は進んだので

しょうか。 

 

 

 

 過去最高と胸を張るほど高くないというか、あまりにも

少なすぎると思います。 

 

（三）目標設定について 

 今後なんですけれども、特別職、部長級は、別に目標を

設定して進めるべきではないかと考えますが、いかがです

か。 

 

 

 

 

 

計画の策定もいいんですけれども、２０年以上前からこ

の問題取り上げてきてますけれどね、やはり北海道のやる

気の無さっていいますか、そういうのがどうしても伝わっ

てきてしまうんですよね。 

 

（四）姓の選択について 

 それでもう１点、別の角度から聞きますけれども、世界

で唯一夫婦が同姓であることを強制されているのが日本

です。６月１８日に、経団連は、多様性、公平性、包摂性、

DEI というそうですけれども、これは企業にとってのイノ

ベーションであるとして、キャリア上の障壁となる夫婦同

氏制度を改めて、夫婦別姓を選択できるように政府に提言

をしています。道庁は、かねてから旧姓使用を可能として

いるわけですけれど、改姓は多くが女性であって、キャリ

アやアイデンティを守るため、またイノベーションを推進 

 

（人事課長） 

 道における女性登用についてでございますが、道では、

特定事業主行動計画に基づく女性活躍に向けた様々な取

組を積み重ね、知事部局等における本庁係長級以上の女性

職員の割合は、令和６年度は１７．５％となったものの、

目標である２０％には達しなかったところでございます。 

その理由といたしましては、道では、本道の広域分散型

の地理的特性から、１４の振興局をはじめとする出先機関

を全道各地に設け、地域における産業の振興や住民福祉の

向上などに取り組んでおり、昇任する際は、転勤を伴う人

事異動となることが多く、特に子育てを担っている場合に

おいては、係長級職員への登用に少なからず影響があった

ものと考えられるところでございます。 

 

（人事課長） 

 特別職及び部長級への女性登用についてでございます

すが、令和６年４月１日付けで、副知事への女性の就任は

なかったところですが、副知事を除く常勤の特別職５名の

うち、監査委員に１名が就任しております。 

また、部長級職員４９名のうち、女性が４名でございま

して、過去最高となったところでございます。 

 

 

 

（人事課長） 

 目標設定についてでございますが、幹部職員の登用にあ

たっては、これまで培った経験や識見等を十分に考慮の

上、行っているところでございます。 

道では、これまでも、「特定事業主行動計画」に基づき、 

本庁課長級以上の職に占める女性職員の割合を１０％と

する目標を掲げて、将来の幹部職員となる職員の裾野の拡

大に努めてきたところでありまして、今後とも、女性登用

の着実な推進に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

（人事局長） 

職員の旧姓使用などについてでありますが、道では、職

員が旧姓を使用できないことによる不便や不利益を軽減

するため、平成１４年に要綱を定め、職員が婚姻等により

戸籍の氏を改めた後も旧姓を文書等に使用できることと

しております。 

こうした中、本年６月、日本経済団体連合会が政府に対

しまして、契約等を行う際やキャリアを積む上での弊害等

を解消する観点から、「選択的夫婦別氏制度」の導入につ

いて提言を行ったものと承知してございます。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

するために、道職員における選択的夫婦別姓の必要性って 

いうのをどう認識してきたのか、伺いたいと思います。 

 

 

 

道庁は２０年以上旧姓使用に留めていて、選択的夫婦別

姓について真面目に議論してこなかったんだというふう

に思うんですね。 

 イノベーションのためにも必要だと言われているのに、

ここに留まっていることは、やはり考え直していく必要が

あると思います。 

 

（五）転勤と人事評価について 

女性幹部が少ない理由として、道は、転勤を伴う異動が

あることを理由にしてきました。しかし、少なくない男性

職員も転勤を伴わない異動で昇進してきています。あるい

は転勤が少なくても昇進している職員は実際にいます。

「転勤を伴う異動」という障壁に対して、どのように対応

しているのか伺います。 

 

 

 

 

 

 まず一点。性別を問わず、適材適所で女性が幹部登用さ

れていかないとすれば、これは間接的には差別に当たりま

す。 

 それから、育児等で転勤が困難などの例によって、昇任

に遅れが生じると。ここのところは、発想を転換しなけれ

ばならないと考えました。 

 

（六）人事施策及び人事評価制度の見直しについて 

それはなぜかと言うと、４月に会派としてですね鳥取県

が取り組む女性登用と職員育成について視察してきたん

です。鳥取県では、課長級以上の女性幹部職が２０２２年

まで７年連続１位となっています。お話を伺ってて、印象

的だった、特徴的だったことは「転勤を伴わなければ昇進

できない」という空気にさせないこと、共働きや子どもな

ど職員のライフステージに合わせた管理職によるマネジ

メントとして人事評価を行っている点でありました。県の

管理職全員が「イクボス宣言」を行って、この「イクボス」

の「イク」は職員を育てる「育」ではないかと私は受け取

ったわけですけど、この「イクボス宣言」を行って、家族

等の理由で休んだ職員だけではなく、業務のほうをサポー

トした職員に対してインセンティブを与える人事評価制

度を取り入れて、子どもがいる、いないで職場内の対立と

分断をもたらさない仕組みとなっているわけです。 

ですから、育児や妊娠・出産、それから介護等をマイナ

スの人事評価にしないということなんですね。 

管理職自身も育休など積極的に休暇取得を促して、この

取り組み自体も管理職のプラスの人事評価に反映させて

いくということなんですけども、これまでも鳥取県の先進

的取り組みは議会でも取り上げてきました。長く取り上げ

てきました。片山知事のときからですから。道として鳥取 

この制度の導入につきましては、家族のあり方や将来の 

国民生活に大きな影響を与える重要な問題として、広く国 

民の中で十分に議論や理解が深まることが重要と認識し 

ておりまして、引き続き国の検討状況を注視してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（人事課長） 

職員の人事配置についてでございますが、道では、職員

の能力や適性、さらには、それぞれのキャリアプラン、家

庭環境等の事情などを考慮しながら、性別を問わず、適材

適所を基本に人事を行っているところでございます。 

特に女性職員につきましては、結婚や出産などを契機と

した中途退職や、育児等で広域的な転勤が困難であること

などの事情による昇任の遅れなど、人事管理上の課題もあ

ることから、現在の勤務地で昇任を行うといったポジティ

ブアクションや配偶者と同一の勤務地への異動など、女性

職員が働きやすい職場づくりに向けた取組を進めている

ところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

（職員監） 

働きやすい職場環境づくりに向けた取組についてであ

りますが、道では、特定事業主行動計画に基づきまして、

管理職員が率先して子育てを行う職員を支援することと

しており、管理職員との面談を通じた育児計画チェックシ

ートの作成や、代替職員の配置などを行っているところで

ございます。 

また、人事評価においては、管理職員のマネジメントに

関する評価項目として、子育て中の係員の休暇取得促進や

業務分担の見直しなどワークライフバランスの推進に向

けた目標を各自設定し、評価に反映しているほか、育児休

業を取得した職員の同僚職員についても、業務のサポート

の状況について評価に反映しているところでございます。 

道といたしましては、こうした取組を通じて、安心して

働き続けられ、キャリアアップできる職場環境づくりを進

めることが重要と考えておりまして、他県の先進事例など

も参考にしながら、子育て支援に関する取組を充実するな

ど、男女を問わず全ての職員が意欲をもって、能力を発揮

できるよう取り組んでまいります。以上でございます。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

県の取り組みを学び、道の人事施策及び人事評価制度に反 

映させていく必要があると思うんですけど、いかがでし 

ょうか。 

 

同様の取り組み始まっていますけども、水準が違うもん

ですから、知事にも直接伺いたいと思いますので、お取り

計らいをお願いします。 
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令和６年 第２回 北海道議会定例会 予算特別委員会[総務部所管] 開催状況 

開催年月日 令和６年７月２日（火）    

質  問 者 日本共産党 真下 紀子 議員 

             答 弁 者 財産担当局長、財産課長    

                                        総務課長  

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

 

二 赤れんが庁舎の管理等について 

赤れんが庁舎は、約５１億円をかけて、１年後の２０２

５年７月のフルオープンを目指しています。今後の管理を

指定管理者として、管理費用の債務負担行為限度額として

初年度は２,９００万円が提案をされております。それ以

降は黒字を見込んでいるとのことです。北海道の観光地と

して知名度も抜群に高く、これまで最高で年間約７０万人

がご来所されているという実績ですけども、リニューアル

後の来場者は上回ると見込まれております。 

 

（一）展示について 

 基本方針では、重要文化財として歴史・文化に関する価

値を生かして、発信するとされております。旧本庁舎であ

る赤れんが庁舎は、その構造物としての価値だけではな

く、先住民族アイヌが住む北海道開拓を目的に開拓史が置

かれた歴史でもあります。また遡ること縄文時代から続く

自然や文化を引き継ぐものであって、明治開拓使以降の歴

史・文化に特化したものであってはならないと考えるわけ

ですけれども、どのような考えで、歴史文化を発信し、ど

のように展示していくのか伺います。 

 

 

 

 

（二）開館時間等について 

 道庁の閉扉時間は、現在２１時となっておりますけど

も、赤れんが庁舎も２１時を見込んでいます。安全管理上

ですね、少なくとも閉扉管理と整合をはかるべきと考えま

すが、いかがですか。 

 

 

 

（三）バリアフリーについて 

 リニューアルにあたってですね、バリアフリーに心がけ

たと考えます。施設上あるいは人によるソフト面のバリア

フリー等、重要文化財保存を第一にしたうえで、ソフトも

含めてバリアフリーにどう取り組んだのか伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（財産課長） 

赤れんが庁舎における展示についてでございますが、道

では、歴史的価値を有する赤れんが庁舎の保存とともに、

本道の歴史文化・観光情報を発信することとしておりまし

て、世界の宝である縄文遺跡群や知床をはじめ、アイヌ文

化や道内各地の自然環境などの展示を充実することとし

ております。 

展示にあたりましては、歴史的経緯や文化の有する価値

などについて、正しく理解いただくことが重要と考えてい

るところでございます。 

道といたしましては、赤れんが庁舎を訪れる多くの方々

に対し、本道の独自性や多様性に富んだ自然、歴史、文化

の価値や魅力の発信に取り組んでまいります。 

 

（総務課長） 

閉門時間についてでございますが、道庁敷地内の各門

は、西側の時間外に入退庁する通用門を除きまして、２１

時に閉門しておりまして、今後、赤れんが庁舎のリニュー

アルに伴う閉館時間を考慮し、各門の閉門時間について、

検討をして行くとともに引き続き、敷地内の安全確保に努

めてまいります。 

 

（財産課長） 

赤れんが庁舎のバリアフリー化についてでございます

が、道では、障がいのある方やお子様連れの方などより多

くの方々に訪れていただけるよう、この度の改修工事にお

きまして、エレベーターや多目的トイレ、南側地下１階玄

関へのスロープなどを設置することとしているところで

ございます。 

また、展示物の高さや通路幅にも配慮するとともに、介

助が必要な方にはスタッフが対応できるようにするなど、

多様な来訪者に安心して快適に施設をご利用いただける

よう取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 -(了) 

（四）利用者増加に伴う対策について 

 駐車場については観光バス３台分を確保するというこ

とですけども、来場者の増加に伴って、一般開放していな

い道庁や議会駐車場を使用されることが想定されますが、

どのように棲み分け、案内をするのか。また、飲食スペー

スも利用増が見込まれるわけですけれども、トイレについ

てはどのように準備しているのか伺います。 

 

 

 

 

 

 

 

（五）前庭使用実績について 

 行政財産使用料の徴収実績はないというふうに承知し

ているのですけど、2023 年度の前庭の使用実績を伺いま

す。 

 

 

（六）減免に対する考え方について 

 道庁部局主催の公的行事のほか、営業利用も少なくない

わけですが、今後は館内、前庭とも利用料の徴収が設定さ

れています。公共行事は知事判断で減額免除が可能となり

ますが、どのような基準を示すのか。また、利用実績とし

て多いブライダル撮影は、営業として行われていますが、

どのように考えるのか、お聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

しっかり検討していただきたいと思います。 

 

 

（七）黒字と道財政収入について 

 道民の財産である赤れんが庁舎を重要文化財として保

存するためには、今後も費用を要します。道は指定管理に

よって黒字を見込んでいるわけですが、その利益の配分は

道民に還元されてしかるべきだと考えます。道は厳しい財

政状況だと主張して、財政調整基金の必要額を積めないで

おります。また、多くの府県が先行実施している子ども医

療費助成の拡充や給食費無償化、アピアランスケアへの道

民支援などなどなど、多岐にわたって独自支援に足を踏み

出さない理由の枕詞にしています。 

 一方、第１回定例会で議論したように広報誌の広告収入

を歳入としないなど、矛盾した対応があります。観光目的

で赤れんが庁舎を訪れる観光客からの利用料で黒字とな

った場合、道の歳入となるよう、検討する必要があると考

えますが、道の見解を伺います。 

 

歳入確保に向けてしっかり検討していただきたいとい

うことを申し上げて次の質問に移ります。 

（財産課長） 

利用者の増加への対応についてでございますが、この度

のリニューアルにあわせて、教育旅行などで利用される方

々への対応といたしまして、大型バスの駐車場を設置する

こととしておりますが、一般の方々に対しては、これまで

どおり道庁や議会庁舎の駐車場は開放しないこととして

おります。 

なお、駐車場がないことについて、ホームページやパン

フレットなどで周知を図るとともに、道庁などの駐車場の

受付において適切に対応してまいります。 

また、赤れんが庁舎内のトイレにつきましては、改修工

事にあわせて、便器数を２４基から２８基に４基増設する

こととしているところでございます。 

 

（総務課長） 

赤れんが庁舎の前庭使用実績についてでございますが、

令和５年度における赤れんが庁舎前庭の使用実績は、ブラ

イダル撮影やイベント開催等、５６件となってございま

す。 

 

（財産課長） 

利用料金の徴収等についてでございますが、道では、赤

れんが庁舎の重要文化財としての価値を継承し、本道の歴

史文化・観光情報の発信拠点となるよう、民間ノウハウを

最大限活用し、持続的な施設運営やサービスの質の向上を

図るため、指定管理者制度を導入し、利用料金の徴収を行

うこととしたところでございます。 

利用料金の設定にあたりましては、近隣の類似施設の料

金水準等を踏まえるとともに、営利又は営業目的で利用す

る場合は、他の公の施設と同様、その２倍を上限額として

おります。 

なお、公的行事など利用目的に応じた負担の軽減につき

ましては、これまでの実績などを踏まえ、現在、検討を進

めているところでございます 

 

 

 

（財産担当局長） 

指定管理者の利益についてでございますが、赤れんが庁

舎の指定管理に係る管理費用の算定におきましては、施設

の適切な運営に必要な人件費や光熱水費、委託費などの費

用を算定するとともに、過去の実績等を参考にして入場者

数などを設定した上で、入場料などの利用料金収入を見込

んだところでございます。 

これらの積算の結果、令和７年度におきましては、指定

管理者への負担金は約２，９００万円となる一方で、令和

８年度以降は、その負担金は発生せず、毎年、約７００万

円を指定管理者から道に納付されることとなる見込みで

ございます。また、さらなる収益が発生する場合の納付の

取扱いについて検討しているところでございます。 
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開催年月日 令和６年７月２日（火）       

質  問 者 日本共産党 真下 紀子 委員    

答 弁 者 総務部長兼北方領土対策本部長、   

財政局長、税務課長         

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

三 行財政運営等について  

（一）税務職員と徴税費等について 

はじめに、道税徴税事務を担う税務職員数および徴税

費、税収入に対する徴税費の割合について、直近と過去５

年前との比較でお示し願います。 

（税務課長） 

税務職員数等についてでありますが、道税事務に従事す

る税務職員数、徴税費、道税収入に対する徴税費の割合に

ついて、平成３０年度と令和５年度との比較では、税務職

員数は１人増加し、７４３人、徴税費は約５億円減少し、

約１６７億円、徴税費の割合は０．３２ポイント減少し、

２．５６％となっております。 

（二）税務調査について 

５年前から税務職員数は、ほぼ変わっていない中で、徴

税費は約５億円も減少させているわけです。納税義務者等

に対して、適正、公平な課税を求めなければならない税務

事務において、申告等の課税事務を担う職員の負担も少な

くなかったものと推察いたします。 

その中で、納税義務者等に対する調査は、通常、どのよ

うに実施されているんでしょうか。 

（税務課長） 

納税義務者等に対する調査についてでありますが、納税

義務者等に対し、適正、公平な負担を求めるため、課税客

体や課税標準を把握する調査のほか、申告内容を確認する

調査などを行っているところであり、その内容に不備があ

る場合や、現況把握のため現地確認が必要な場合などに必

要に応じて、その都度各種調査を実施しているところであ

ります。 

その都度、厳正に対処しているということですね。  

（三）税務職員の負担軽減対策について 

道税収入未済額について、令和４年度、２０２２年度で

過去最低まで減少させてきたと承知をしておりますが、一

方で、道民の生活状況も勘案し、福祉的支援が必要な場合

あるいは減額免除や納税猶予、換価猶予等を講じるなど配

慮しながら滞納整理、納付相談を行っていくことが必要で

す。これは、地方自治体にとっての役割として非常に重要

です。 

その中で、賦課徴収事務を担う税務職員が過度な業務と

ならない対策をこれまでどのようにとってきたんでしょ

うか。 

（税務課長） 

税務職員の負担軽減についてでありますが、賦課徴収業

務については、これまで、事務処理の電算化や申告・納税

手続の電子化、道税事務所の統廃合などの組織機構改正に

よる業務の集約化、一部業務の民間委託などにより効率化

を図ってきたところであり、道税の納税が困難な方に対し

ては事情を聴き取った上で、納税相談に応じるなどしなが

ら、引き続き、効果的・効率的な執行体制の構築に努めて

まいります。 

道民が納税の権利を行使できるようにサポートするの

が仕事だというふうに思います。 

 

 

（四）新税が導入された場合の賦課徴収事務の体制等に

ついて 

現在検討が進められている宿泊税なんですけれども、こ

れが導入された場合、特別徴収義務者は７千人以上になる

と推測されます。新たな特定目的税が導入されて、かつ市

町村の宿泊税との違いなど、簡素な税とは言い難い状況の

中で、賦課徴収事務に関する労力は大きく増大するのでは

ないかと考えるところです。 

現行の職員体制のままで宿泊税が導入された場合の賦

課徴収事務が適切に執行できるのか、体制不足により事務

に支障が生じないよう導入判断の前提として当然議論さ

れるべき問題だというふうに考えております。 

経済部とこの賦課徴収事務についてこれまでどのよう

に協議を行ってきたんですか。 

（財政局長） 

新税の検討についてでございますが、観光振興を目的と

した新税につきましては、可能な限り、税制度の簡素化や

徴収事務の効率化を図るとともに、安定した執行体制を構

築することが重要と考えておりまして、これまでも、施策

を所管する担当部局と特別徴収義務者数や税収規模に対

応した体制について協議を行ってきたところでございま

す。 

今後も引き続き、担当部局間において連携を図りなが

ら、効率的な賦課徴収の手段などについて、検討を進めて

まいります。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

これからも検討しなければならないことなんだと思い

ますし、この宿泊税、大変複雑になっているということが

問題となっているわけですから、簡素化という点でも課題

があると思います。 

 

（五）今後の対応について 

税をどう集めるかという議論は、賦課徴収事務を担う税

務職員の体制強化とセットで行われるべきと考えます。新

たに宿泊税の導入を議論する際、適切な賦課徴収事務が行

える体制を構築する必要があると考えます。 

加えて、職員体制においてもより具体的な手立てを講じ

て、過重負担の防止に努めなければなりません。今後どう

対応するのか、部長の見解を伺います。 

（総務部長兼北方領土対策本部長） 

今後の対応についてでございますが、納税義務者等に対

し適正、公平な税負担を求めるためには、適切な賦課徴収

事務を執行できる体制づくりや効果的・効率的な事務運営

が重要であると考えております。 

今回お示ししております「新税の考え方」におきまして

は、特別徴収制度を導入することとしておりまして、新税

の検討にあたりましては、税制度の簡素化や賦課徴収事務

の効率化を図りますとともに、適切に事務を執行できるよ

う、必要な体制を構築してまいります。 

新税創設に向けてまだ議論が足りないと思いますので、

この点についても知事にお伺いしたいと思いますので、委

員長において取り計らいをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年第２回 北海道議会定例会 予算特別委員会〔総務部所管〕 開催状況 

 

開催年月日 令和６年７月２日（火）       

質  問 者 日本共産党 真下 紀子 委員 

答 弁 者 イノベーション推進局長、 

              改革推進課長、 

              職員監、人事局長、 

給与服務担当課長      

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

四 ハラスメント対策等について 

 ハラスメント対策については、内部通報を例示しながら

以下伺ってまいります。 

公益通報制度の対象には、公務員も含まれ、道では内部

通報にあたります。目的は、不正行為を発見した従業員、

職員が、その不正行為を誰かに報告しやすい制度を整える

ことにより、会社、道庁であれば道庁ですが、不正行為を

発見しやすくしたり、事前に防止したりすることにありま

す。 

2022 年６月に公益通報者保護法が改正をされておりま

して、社員数 301 人以上の企業に内部通報制度の整備の義

務が課せられました。不正行為を発見した場合、通報しや

すい環境をつくること、不正行為を通報した従業員、職員

に対して不利益を与えてはならない、身を守るというルー

ルがあります。 

しかし今、鹿児島県警、兵庫県では、トップの本部長や

知事に関わって、幹部職員の内部告発によって、異例の事

態に揺れているわけです。 

鹿児島県警の前生活安全部長は、国家公務員法の守秘義

務違反で逮捕され、メディアに捜索が入り、無断で証拠が

消去されたことが重大問題となっております。 

また内部通報は、誹謗中傷だとして停職になった兵庫県

の前県民局長は、「知事が机を叩いて激怒するなど、職員

にパワハラを行った」、「副知事らが県の補助金カットを

ほのめかして、商工会議所などに知事の政治資金パーティ

ー券を大量購入させた」など、７件の疑惑を記載した文書

を報道機関などに配布して、県政の信頼が揺らいでいると

して、議会に百条委員会が設置される事態にまで及んでい

ます。また、自衛隊のパワハラ通報では異動による不利益

が係争中であります。 

いずれも公務の職場で起きております。公益通報すると

不利益を被るのかと、懸念の声が出ているわけです。 

通報者の身が守られなければ、不正行為の未然防止とい

う公益通報の目的が果たされない、また、ハラスメントの

相談にも支障が生まれるのではないかと懸念するところ

であります。しかし、ここは個別の問題を議論するとこで

はありませんので、総務部所管分野について、以下、伺い

ます。 

 

  

 

（一）内部通報の役割と効果、周知、仕組みについて 

 まず、内部通報の役割と目的を果たすことによる効果

を、どう認識しているのか伺います。 

 

 

（改革推進課長） 

 内部通報制度の目的などについてでありますが、内部通

報制度は、公益通報者保護法に基づき、職員の職務上の行

為が法令等に違反している事実が生じ又はまさに生じよ

うとしている場合に職員等からの通報を受け付け、是正を

促すものであり、業務の改善や不正の未然防止などを図る

ことで、効率的で公正な職務執行の確保が期待されている

ものと認識しております。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（二）通報窓口の設置及び通報者の保護について 

 そこで道は、「北海道職員等の内部通報制度に関する要

綱」を策定しております。通報窓口の設置などのしくみと、

通報者の保護の内容をお示しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改革推進課長） 

内部通報の仕組みなどについてでありますが、道におい

ては、道職員による庁内窓口に加え、弁護士による外部窓

口を設置し、庁内窓口を担う職員や弁護士を公益通報対応

業務従事者に指定した上で、面談、電話、文書、メールな

どにより通報を受け付けております。 

また、通報者を保護するため、従事者その他の通報に対

応する職員は、職務を執行する上で知り得た秘密を漏らし

てはならないこととしており、この規定に違反した職員

は、違反の重大性や発生した事案の状況に応じ、地方公務

員法の規定に基づく懲戒処分の対象となるところであり

ます。 

 

 職員による庁内窓口に加えて弁護士の外部窓口があっ

て、さらに通報者保護の対策がとられているという答弁だ

ったんですね。 

 

 

 

 

（三）通報件数と対応等について 

 それでは、過去３年間の内部通報の件数と、それから、

それぞれの通報の概要と対応を明らかにしてください。 

 

（改革推進課長） 

通報の状況などについてでありますが、通報者を保護す

る観点から、個別の事案についてお示しすることはできま

せんが、過去３年間の通報実績、通報件数でありますけれ

ども、令和３年度は１件、４年度は９件、５年度は 12 件

となっております。 

 

 改革を求める声が届けられるようになってきているん

だというふうに思います。 

 

 

（四）対象となるハラスメント行為について 

この内部通報の対象は、トップの知事をはじめとする道

職員の職務上の行為が法令等に違反している、過料や刑事

罰につながる行為が対象と聞いております。各種のハラス

メント行為は、具体的にどのような場合に対象となるんで

しょうか。 

 

（改革推進課長） 

 内部通報の対象事案などについてでありますが、公益通

報者保護法においては、各種ハラスメントが、暴行や脅迫

などの犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得る

とされており、道においても、同様の考え方で制度を運用

しているところであります。 

 

（五）標準的量定及びハラスメント処分と量定について 

 2023 年３月に総務部長通知、「ハラスメントの防止等

に関する基本方針」が定められて、「懲戒処分の指針」に

おいては、処分の標準的量定が明記をされております。指

針にある量定をお示し願うとともに、過去３年間のパワハ

ラによる処分件数、及び、それぞれの行為の概要と処分量

定を明らかにしてください。 

  

 

 

 

（給与服務担当課長） 

職員の懲戒処分についてでありますが、「北海道職員に

係る懲戒処分の指針」では、パワー・ハラスメントの処分

量定について、免職、停職、減給又は戒告と定めておりま

して、具体的な処分量定につきましては、行為の態様、悪

質性、被害の程度などを勘案し、個別の事案ごとに判断し

ているところでございます。 

パワー・ハラスメントに関する過去３年間の処分件数

は、令和３年度が１３件、４年度が３件、５年度が２件と

なっておりまして、これら１８件の内訳は、１０件が、学

生に対する不適切な指導、８件が、部下職員や同僚職員に

対する威圧的な行為などでありまして、処分量定は、停職

が２件、減給が１０件、戒告が６件となっているところで

ございます。 

つまり、過料や刑事罰に繋がる行為は内部通報の対象と

なるほか、ハラスメントについても処分を求めるような対

応が道庁内にはあるということです。それを利用されてい

る方もいて、処分も行われているということが明らかにな

りました。 
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質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

（六）ハラスメントの通報について 

 一般質問で取り上げました長谷川岳参議の威圧的言動

は、演歌歌手で作詞・作曲家である吉幾三さんの SNS 投稿

がなければ、今も明るみに出ることはなかったかもしれな

い事態です。道民の暮らしを守り、北海道の未来のために

は、個人の権利と自由が尊重され、民主的社会の構築が不

可欠であって、道庁においても同様だと考えるわけです。

しかし、５月 28 日に公表された長谷川参議を含む道内選

出国会議員との面談に係る調査結果では、対象となった次

長級以上の 71 人中約３割に当たる延べ 23 人が長谷川参

議の言動に対して威圧的に感じたと答えているにもかか

わらず、内部通報制度やハラスメントの相談窓口がありな

がら、何故、通報や相談に至らなかったのでしょうか。 

 

（給与服務担当課長） 

ハラスメントに関する通報についてでございますが、内

部通報制度は、職員の職務上の行為が法令等に違反してい

る事実が生じ又はまさに生じようとしている場合に職員

等からの通報を受け付けるものであり、ご指摘の事案は、

職員の行為ではないことから、この制度の対象とはならな

いものであります。 

また、ハラスメント相談に関しましては、昨年１１月に

実施した、ハラスメントに関する職員アンケートにおきま

して、自由記載欄の回答の中で、長谷川議員の名前の記載

があったものが１件ございましたが、このアンケートは、

回答者の所属や個人名の特定を避けるため無記名とし、具

体的な相談を希望する場合は、別途、相談窓口を活用する

よう事前周知を図って実施したものでございまして、その

後、長谷川議員に関する相談は寄せられなかったところで

ございます。 

この時点では、道庁では対応できなかったかのようにお

答えになっていますけれども、本当にそうなのかなと私は

思うわけです。 

 

 

（七）秘密保持の徹底、利益相反関係の排除について 

 その際にですね、秘密保持の関係で支障がないのかどう

かお聞きしたいと思うのですけども、原子力規制庁でも、

公益通報の担当職員が、証言すると不利益を被ると、こと

さら不利益を強調して公益通報を取り下げさせていたと

報道されております。 

先ほど紹介したことも含めてですね、通報や相談するこ

とによって不利益があるのではないか、だから通報できな

い、相談できないという事態になっているのではないかと

いう懸念があるわけです。 

道では、内部通報者の秘密保持の徹底、それから利益相

反の排除はどのようになされているのか、秘密保持に疑念

が生じたり、信頼がなければ、制度の根幹が揺らいでしま

います。 

道の認識を伺うとともに、不利益をどのように想定をし

て、秘密保持の徹底、利益相反関係の排除にどう対応して

いるのか伺います。 

 

（改革推進課長） 

通報者の秘密保持などについてでありますが、道では、

公益通報対応業務に従事する職員は、職務を遂行する上で

知り得た秘密を漏らしてはならず、また、通報を行った職

員に対し、人事や執務環境をはじめ、いかなる不利益な取

扱いをしてはならないこととするなど、通報者の秘密保持

や不利益な取扱いの禁止について必要な措置を講じてお

ります。 

また、利益相反を排除するため、通報に関係する者は、 

当該通報の対象業務に関与させないなどの措置を講じて

いるところです。 

 

 

 

つまり、道庁においては秘密保持が徹底され、利益相反

関係も排除されるので、安心して相談してくださいという

ことですよね。 

 

 

 

（八）匿名通報への対応について 

そのほかに、匿名通報というのは可能なのか、匿名通報

に対してどのように対応しているのか、また、これまでの

実績もあれば、ともにお示し願います。 

 

 

（改革推進課長） 

 通報への対応についてでありますが、公益通報者保護法

では、安心して通報できる環境を整えることで、不正を早

期に是正し、被害の防止を図る観点等から、匿名であって

も公益通報することができるものとされておりまして、道

においても、同様の考え方で制度を運用し、調査について

も、実名での通報と同じように、通報内容を確認の上、対

応することとしております。 

なお、道における過去３カ年における匿名での通報実績

は、令和３年度が０件、４年度が４件、５年度が７件とな

っているところであります。 

 

つまり、安心して通報できる環境であれば、こうした実

績が積み上げられるんだと思うんですね。 
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（九）ハラスメント対応のガイドラインについて 

長谷川参議の威圧的言動はパワハラに該当すると考えら

れるんですけど、職員ではないため、懲戒処分のようなペ

ナルティの対象とはなりません。しかし、職場で起きてい

るハラスメントですから、これにどうしても対応していく

ことが必要だと考えます。知事が今後策定する「ハラスメ

ント対応のガイドライン」において、内部通報とどのよう

にすみわけをして、また、具体的に実効性のある防止対策

となるように定めるお考えなのか、お聞きします。 

 

（人事局長） 

ハラスメントへの対応についてでありますが、道では、

ハラスメント事案について、内部通報窓口及びハラスメン

ト相談窓口のいずれにおきましても、通報や相談を受け付

けることとしております。職員同士の場合は、被害者と行

為者の双方の主張を聴取し、第三者の証言などにより、事

実関係などを確認の上、ハラスメントに該当するかを判断

し、懲戒処分などを行っているところでございます。 

また、今後策定する、庁外からのハラスメントに関する

ガイドラインにおきましては、相談のあった事案の内容

や、反復継続性などのほか、被害を受けた職員の人格や、

尊厳の侵害の程度を勘案し、迅速かつ適切に職員の救済を

図ることを念頭に、その内容を検討しているところでござ

います。 

 

（十）対応者について 

 先ほど内部通報のところで確認をしました秘密保持の

徹底、利益相反関係の排除ということが、懸念を生じる訳

ですけれども、ここのところは、内部通報で示されている

とおり、ハラスメント対応ガイドラインでも同じような考

えで対応されるのかどうか、確認したいと思います。 

 

 

 

 

（給与服務担当課長） 

ハラスメント相談についてでありますが、道では、基本

指針などに基づきまして、ハラスメントに関する庁内の相

談窓口を各部や振興局の代表課、出先機関のほか、人事課

にも設置しておりまして、相談者のプライバシー保護や秘

密の厳守につきましては、相談員が留意すべき基本的な事

項でありますことから、ガイドラインによる対応にあたり

ましても、内部通報制度における秘密保持と同様に、徹底

していく考えでございます。 

 

これまでの内部通報やハラスメント相談、そしてこれか

らのガイドラインで対応するハラスメント対策において

も、同様の対応が行われているし、行われていくというこ

とだと思います。 

 

 

（十一）ハラスメント相談・通報の障害等について 

 内部通報というのは、事業者組織の内部では解決できな

い不正や問題を解決し、社会の発展に寄与するものであっ

て、威圧的言動やお祝いメールなどが確認された長谷川岳

議員への対応などは、そうはいっても内部通報されていま

せん。でも、対象だったのではないかと考えるわけです。

威圧的言動と捉えた職員が延べ 23 人に上っているわけで

すけど、周りで見た職員もいただろうけれども、ハラスメ

ントとしての相談はありませんでした。一方、今もとても

声に出せないという職員からのハラスメントの訴えなど

も寄せられております。私はこの質問をしていく中で、何

故、この道職員自身が、特に 23 人はいずれも次長級以上

の幹部職員です。ハラスメントなどの対策をしたり、相談

を受ける側の人たちが自ら声を上げられないのか、パワハ

ラが表面化しにくい、あるいは許容してしまって、黙認し

てしまうような道庁の風土というものがあるのでしょう

か。 

（給与服務担当課長） 

職員からのハラスメント相談についてでございますが、

道では、これまでも、ハラスメントに関して職員が声を上

げやすい環境づくりに取り組んでおりまして、令和４年度

には、匿名での相談に応じることや、相談者の秘匿性が十

分に確保されることを明示したリーフレットを作成し、職

員に配付したところでございます。 

また、令和５年度からは、簡易申請システムを活用した

「ハラスメント１１０番」の設置や、弁護士が相談を受け

付ける「外部相談窓口」の運用を開始するなど、相談窓口

の充実を図ってきており、こうした取組によって、ハラス

メントの相談件数は、年々増加しているところでございま

す。 

 

 

（再質問） 

相談件数が年々増加しているとお答えになりましたけ

ど、ここ３年ではどのような推移で経過しているのかお示

しください。 

 

 

 

 

 

（給与服務担当課長） 

ハラスメントの相談件数についてでございますが、令和

３年度が７件、４年度が３８件、５年度が５２件となって

おります。 

なお、直近の令和５年度につきましては、新たに設置し

ましたハラスメント１１０番によるものが２１件、外部相

談窓口によるものが３件、相談員への相談が２８件となっ

ているところでございます。 
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長谷川岳参議から威圧的言動を受けたという部長級の

幹部職員の方達は、こうした相談窓口を利用しなかったと

いうことになります。利用しなかったことを部下が見てい

るわけです。そういう対応で本当に、道庁からハラスメン

ト体質というのは、ハラスメントを問題にして、これを解

決するという対応が可能になるのでしょうか。私は疑問を

持つわけです。 

 

 

（十二）ハラスメント相談窓口での相談者保護について 

 今回、東京事務所は出張がないことを理由に、今回の調

査対象から除外されています。今後、調査を行うことにな

れば、申し出た職員というのが限定されてしまいますか

ら、それはできないと思うんですけど、職員を守るべき立

場で調査した上での対策としては不十分だったと言わざ

るを得ません。 

外部からのハラスメントへの対策として相談窓口が設

置されましたけれども、相談窓口は内部通報同様の厳密な

相談者・通報者の保護が保障されるのかどうか、確認をし

ます。 

 

（給与服務担当課長） 

相談者のプライバシーについてでありますが、ハラスメ

ント相談におきましては、相談者のプライバシーや権利を

保護することは、事業主の責務とされているところでござ

います。 

このため、道では、基本指針などにおいて、「相談で知

り得た秘密を厳守すること」や、「相談を行ったことなど

を理由として不利益な取扱いとされないこと」について定

めており、庁外からのハラスメントにつきましても、相談

者のプライバシー保護などに十分配慮して対応してまい

ります。 

今後のハラスメントの相談窓口でも同様に対応される

ということですけど、相談体制としては充実できるかもし

れません。しかし、相談する側が、どういった行為をハラ

スメントと認めて、それは相談して解決しなければならな

い問題だという風に認識するかどうか、できるかどうかと

いうことなのです。それができない限りは、道庁側がハラ

スメントを受けたとしても、また、道庁の中でハラスメン

ト行為があったとしても、なかなかそれが表在化されてい

かないのではないかという風に懸念をするわけです。優越

的な関係を背景にした言動がハラスメントの背景にある

わけですから、そうしたことは払拭していかなければなら

ないと思います。 

 

 

（十三）今後のハラスメント対策について 

 道議会では、社会的な問題となっているハラスメント全

体を網羅して、カスハラ防止条例の検討会議を始動させま

したが、今後、道はハラスメント対策をどう進めていくの

か、職員監の見解を伺います。 

 

 

 

（職員監） 

今後のハラスメント対策についてでありますが、ハラス

メントは、職員の人格や尊厳を不当に傷つけるなど、人権

に関わる問題であり、また、職員の能力の発揮を阻害し、 

公務能率の低下や勤務環境の悪化を招く行為であるもの

と認識しております。 

このため、道では、「ハラスメントの防止等に関する基

本指針」に基づきまして、あらゆるハラスメントのない職

場環境づくりを進めている中、今般、庁外からハラスメン

トとなり得る言動を受けた場合についても、一人で抱え込

まずに、人事課などに設置しております相談窓口に相談す

るよう、職員への周知を徹底したところでございます。 

また、今後、ハラスメントの定義や行為の類型のほか、職

員から相談があった場合の手順などを明示したガイドラ

インを策定することとしており、引き続き、職員のプライ

バシー保護などにも十分配慮しながら、安心して声を上げ

ることができる、風通しのよい勤務環境の確保に向けて取

り組んでまいります 
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 私も職員監と同感です。安心して声を上げることができ

る風通しのよい勤務環境の確保に努めるということで。 

幹部職員の方達は、それでは一体、誰に相談すればよかっ

たのでしょうか。知事や副知事に相談してしかるべきだっ

たけども、中々それはできなかった環境ではないかと思い

ますので、知事にもこの問題について直接お聞きしたいと

思いますので、総括のお取りはからいをお願いして、私の

質問を終わります。 
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